
緊急時の役割分担  

管理者・児童発達支援管理責任者 

□ 現場に到着次第、それぞれの役割の確認および指示 

□ 保護者へ連絡する 

□ 応急手当を講じる（心肺蘇生や AED 使用） 

 

発見者 

□ 子どもから離れず観察及び症状の記録 

□ 助けを呼び、人を集める（大声で） 

□ 職員 A に「準備」・職員 B に「連絡」を依頼する 

□ 管理者 or 児童発達支援管理責任者が到着するまで状況把握 

□ 応急処置を講じる（心肺蘇生や AED 使用） 

□ 救急車に同乗する 

 

職員 A（準備） 

□ 応急手当に必要な備品の準備（救急備品や AED） 

□ 症状の記録（随時） 

□ 応急処置フォロー（心肺蘇生や AED の使用） 

※救急隊が来たら、報告を行う。 

 

 

 

 

 

職員 C（他の職員） 

□ 他の子どもの対応 

□ 救急車の誘導 

※職員 C がいない場合も予想できるので、C がいない場合を想定して A・B の職員で対応できるようにする。 

 

職員 B（連絡） 

□ 救急車の要請（119 番通報） 

□ 管理者 or 児童発達支援管理責任者を呼ぶ 

□ さらに人を集める 

□ 他の子どもの対応 



 

【ケガ・急病発生時の対応フローチャート】 

 

 

 

                     近くの職員がすぐに対応する 
                               他の職員への連絡も行う。 

 

        （例）意識がない、骨折した 

         止血が困難、頭部の強打 

 
   
 

 

 

   

         緊急対応後 

                報告書提出先 

                          障害自立支援課 事業者指導係 

                          E メールアドレス：jiritsu@city.hiroshima.lg.jp  

                           ファクス：082-504-2256       

          
         ※当日事業終了後：記録の作成、重度の場合は市役所に提出 
 

 

 

 

 

   

けが・急病 

応急手当 

重度 

119 番通報 救急車到着 

救急車への同乗 保護者への連絡 他の子どもの対応 

医療機関への事故 

発生時の状況説明 

診断結果の確認と報告 

事故状況の確認 

市役所への連絡 

軽度 

保護者への連絡 病院への受診 

診断結果の確認 

その後の経過確認・観察支

援・配慮など 

直接、電話による 保

護者への連絡 

経過観察 



 


